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「 子育て世代包括支援センター」
を開設しました

子育て世代包括支援センターでは、妊娠・出産・子育てに関するさまざまな
相談に応じ、安全・安心して過ごせるよう切れ目のない支援を目指します
●母子手帳交付時に保健師や看護師が全ての妊婦さんと面談します。さら
に、妊娠期、出産直後、子育て期の不安や心配ごとに合わせて、専任の
保健師や看護師が相談に応じます。継続して支援を希望される方には、
その後も電話や来所で相談をお受けします
●希望者に支援プランを作成し、個々の状況に即した支援を行います。支
援プランに基づいて、安心して妊娠期から子育て期を送れるよう応援し
ます
●市のサービスや利用可能な施設などの情報を提供し、円滑に利用できる
ようきめ細かく支援します
その他に父子手帳の交付、マタニティ訪問相談事業、産後ケア事業、パパ
カフェ、プレママくらす、ママくらす、子育て応援きずなメールなどを行っ
ています
詳細については@Lに随時更新します

@I健康支援課　@J（32）6411

後期高齢者医療制度のお知らせ
@I ①北海道後期高齢者医療広域連合　@　J011(290)5601
   ①②③市高齢者医療課          　@　J(32)6414    

■保険料率が変わります
平成28・29年度（改定後） 平成26・27年度（改定前）

均等割 49,809円 51,472円
所得割 10.51％ 10.52％

■保険料の軽減について
（1）均等割の軽減【 2割・ 5割軽減の範囲が拡大されます】

前年の所得が次の金額以下の世帯 軽減
割合

28・29年度均
等割の年額

26・27年度均
等割の年額

33万円かつ被保険者全員が所得 0円
（年金収入のみの場合、受給額80万円以下） 9割 4,980円 5,147円

33万円 8.5割 7,471円 7,720円
33万円＋（26万 5 千円×世帯の被保険者数） 5割 24,904円 25,736円
33万円＋（48万円×世帯の被保険者数） 2割 39,847円 41,177円

①後期高齢者医療保険料について

28年度分の納入通知書を、 6月中旬に被保険者へ郵送しますので、納入期限までに
納めてください

②後期高齢者医療保険料の納入通知書を郵送します

8 月 1 日から使用する被保険者証と減額認定証（該当者のみ）を、 7月下旬までに
被保険者へ送付します。簡易書留での送付を希望する方は申し込みが必要です
 申し込み方法 7 月 8 日㈮までに直接またははがき、封書（必着）で「簡易書留希望」
と明記し、住所、被保険者氏名（世帯に被保険者が複数いる場合は全員）、電話番号
を記入し高齢者医療課へ郵送してください。※簡易書留郵便は受け取りの際に受領
印が必要です。電話での申し込みはできません

③「被保険者証と減額認定証」の簡易書留での送付を希望する方へ
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